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塩
川
　
哲
朗
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
古
代
祭
祀
構
造
の
研
究
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
博
士
論
文
は
、
古
代
祭
儀
に
関
す
る
『
延
暦
儀
式
帳
』
『
延
喜
式
』
な
ど
の
史
料
分
析
を

と
お
し
て
、
古
代
律
令
国
家
の
祭
祀
構
造
の
基
本
を
明
ら
か
に
し
、
各
神
社
と
の
関
係
や
宮

中
に
お
け
る
天
皇
祭
祀
の
原
点
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。

　
そ
の
内
容
は
、
三
部
に
分
か
れ
、
第
一
部
「
古
代
国
家
の
祭
祀
構
造
」
に
お
い
て
四
章
、

第
二
部
「
古
代
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
構
造
」
に
お
い
て
三
章
、
「
古
代
神
祇
伝
承
と
古
典
解
釈
の

研
究
」
に
お
い
て
二
章
と
補
論
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
第
一
部
「
古
代
国
家
の
祭
祀
構
造
」
で
は
、
『
神
祇
令
』
祭
祀
の
う
ち
、
祈
年
祭
・
月
次
祭
・

広
瀬
龍
田
祭
・
相
嘗
祭
を
取
り
上
げ
、
祭
祀
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
一
章
「
古
代
祈

年
祭
の
祭
祀
構
造
」
で
は
、
儀
式
次
第
や
祝
詞
の
分
析
か
ら
中
央
に
お
け
る
班
幣
に
朝
廷
側
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の
関
心
が
集
中
し
た
祭
祀
で
あ
り
、
各
神
社
に
お
け
る
幣
帛
奉
納
に
関
し
て
は
特
に
規
定
は

設
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
も
、
祈
年
祭
幣

帛
の
奉
納
儀
と
在
地
に
お
け
る
御
田
の
耕
作
開
始
行
事
が
連
動
せ
ず
に
別
構
造
と
な
っ
て
い

た
こ
と
を
指
摘
し
、
祈
年
祭
は
あ
く
ま
で
国
家
の
祭
祀
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
第
二
章
「
月
次
祭
・
新
嘗
祭
班
幣
の
構
造
」
で
は
、
中
央
に
お
け
る
月
次
祭
は
、
全
官
社

を
対
象
と
す
る
祈
年
祭
に
比
し
て
規
模
を
縮
小
さ
せ
た
班
幣
祭
祀
で
あ
り
、
新
嘗
祭
班
幣
は

天
皇
親
祭
の
前
段
行
事
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
す
る
。
伊
勢
神
宮
の
月
次

祭
に
は
朝
廷
か
ら
の
月
次
幣
帛
の
奉
納
儀
が
組
み
込
ま
れ
て
は
お
ら
ず
、
本
来
の
神
宮
月
次

祭
は
夜
半
の
御
饌
祭
と
翌
日
の
赤
引
御
調
糸
の
奉
納
で
完
結
す
る
も
の
で
あ
り
、
狭
義
の
律

令
国
家
祭
祀
と
天
皇
祭
祀
・
神
宮
祭
祀
と
は
本
来
的
に
連
動
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

論
じ
る
。

　
第
三
章
「
広
瀬
龍
田
祭
の
祭
祀
構
造
」
で
は
、
広
瀬
社
・
龍
田
社
の
祭
祀
は
、
既
存
の
奉

斎
氏
族
は
存
在
せ
ず
、
朝
廷
か
ら
王
・
臣
が
発
遣
さ
れ
、
合
わ
せ
て
大
和
の
御
県
と
山
口
の

神
々
に
幣
帛
が
頒
布
さ
れ
る
構
造
で
あ
り
、
そ
の
祝
詞
に
は
「
天
下
公
民
」
の
語
が
頻
出
し
、
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大
和
国
の
公
民
が
作
る
作
物
の
豊
穣
の
た
め
に
祭
祀
が
執
行
さ
れ
た
こ
と
を
考
察
す
る
。

　
第
四
章
「
相
嘗
祭
の
祭
祀
構
造
」
で
は
、
対
象
と
な
る
神
社
側
の
祭
祀
に
朝
廷
側
か
ら
幣

帛
が
も
た
ら
さ
れ
る
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
祭
祀
の
主
体
は
神
社
側
に
存
在
し
、
古
代
神
社

祭
祀
の
基
本
形
態
を
、
相
嘗
祭
の
祭
祀
構
造
か
ら
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
。

　
第
二
部
「
古
代
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
構
造
」
で
は
、
『
延
暦
儀
式
帳
』
を
素
材
に
古
代
伊
勢
神

宮
の
祭
祀
構
造
に
つ
い
て
論
究
し
、
第
一
章
「
古
代
伊
勢
神
宮
祭
祀
の
基
本
構
造
」
で
は
、

三
節
祭
と
神
嘗
祭
例
幣
は
天
皇
祭
祀
で
あ
り
、
祈
年
祭
や
神
衣
祭
は
国
家
祭
祀
と
さ
れ
た
。

ま
た
夜
間
に
執
行
さ
れ
る
御
饌
祭
祀
は
、
古
代
祭
祀
の
古
い
形
態
を
継
承
し
た
構
造
と
な
っ

て
お
り
、
在
地
に
お
け
る
生
産
共
同
体
に
依
拠
す
る
形
で
執
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。

さ
ら
に
新
し
く
設
定
さ
れ
た
神
郡
や
大
神
宮
司
を
介
す
る
財
源
は
、
朝
廷
側
に
よ
っ
て
既
存

の
神
宮
祭
祀
を
補
助
・
拡
充
す
る
た
め
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
察
し
て
い
る
。

　
第
二
章
「
古
代
神
宮
「
日
祈
」
行
事
の
一
考
察
」
で
は
、
神
宮
に
お
け
る
「
日
祈
」
行
事

に
つ
い
て
考
察
し
、
六
月
の
夕
御
饌
に
奉
献
さ
れ
る
糸
は
禰
宜
や
内
人
の
自
給
的
な
生
産
に

基
づ
い
て
供
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
祭
祀
の
古
態
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
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ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
古
代
神
宮
祭
祀
は
在
地
に
お
け
る
生
業
の
中
で
収
穫
さ
れ
た
物
品

の
奉
献
を
基
本
と
し
、
朝
廷
側
の
財
源
に
全
て
を
依
拠
せ
ず
、
独
自
性
を
維
持
し
て
お
り
、

生
業
に
基
づ
い
た
祭
祀
が
古
代
神
社
祭
祀
と
神
宮
祭
祀
の
原
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
す
る
。

　
第
三
章
「
古
代
御
饌
殿
祭
祀
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
で
は
、
外
宮
は
御
饌
殿
の
存
在
が

核
と
な
っ
て
そ
の
祭
祀
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
毎
日
天
照
大
神
に
御
饌
を
奉
仕
す
る
た
め
に

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
、
内
外
両
宮
は
と
も
に
天
照
大
神
を
祭
る
た
め
に
構
成
さ
れ

て
い
た
と
す
る
。

　
第
三
部
「
古
代
神
祇
伝
承
と
古
典
解
釈
の
研
究
」
で
は
、『
古
事
記
』『
続
日
本
紀
宣
命
』『
延

喜
式
祝
詞
』
に
頻
出
す
る
「
み
こ
と
も
ち
て
」
「
よ
さ
し
」
の
語
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。

　
第
一
章
「
「
み
こ
と
も
ち
て
」
と
「
よ
さ
し
」
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
で
は
、
こ
の
語
を

天
皇
の
天
下
統
治
を
正
統
化
す
る
も
の
と
し
て
「
天
つ
神
」
と
天
皇
と
の
直
接
的
な
関
係
性

を
明
示
し
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
の
背
景
に
は
天
皇
に
よ
る
皇
祖
神
へ
の
祭
祀
（
天
皇
祭
祀
）

が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
第
二
章
「
『
高
橋
氏
文
』
に
み
え
る
「
よ
さ
し
」
の
論
理
」
で
は
、
『
高
橋
氏
文
』
に
お
け
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る
「
よ
さ
し
」
の
用
例
か
ら
、
神
に
奉
献
す
る
食
膳
は
そ
の
神
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
信
仰
を
反
映
し
て
お
り
、
古
代
に
お
い
て
生
業
と
神
と
の
関
係
性
が
一
体
で
あ
っ

た
こ
と
を
想
定
す
る
。

　
補
論
の
「
西
田
長
男
の
「
み
こ
と
も
ち
て
―
よ
さ
し
」
論
」
で
は
、長
く
神
道
史
研
究
に
携
わ
っ

て
こ
ら
れ
た
西
田
長
男
の
「
み
こ
と
も
ち
て
」
と
「
よ
さ
し
」
論
に
対
す
る
解
釈
を
と
お
し
て
、

西
田
長
男
の
学
問
研
究
と
そ
の
思
想
性
に
つ
い
て
論
証
す
る
。
最
後
の
結
論
で
は
「
古
代
祭

祀
の
基
本
構
造
」
に
つ
い
て
総
括
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
古
代
の
国
家
と
神
祇
・
神
社
の
祭
祀
研
究
は
、
『
神
祇
令
』
に
規
定
さ
れ
る
律
令
祭
祀
制
を

中
心
に
進
め
ら
れ
、
七
世
紀
後
半
の
天
武
朝
・
持
統
朝
に
形
成
期
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
従

来
そ
の
研
究
の
基
本
史
料
は
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
い
て
き
た
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
が

断
片
的
で
あ
る
た
め
、
推
測
の
域
を
出
な
い
こ
と
も
多
く
、
各
祭
祀
の
構
造
に
つ
い
て
は
十
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分
論
証
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。

　
神
祇
史
・
神
道
史
研
究
に
お
い
て
、
祈
年
祭
を
は
じ
め
と
し
た
古
代
祭
祀
研
究
は
、
こ
れ

ま
で
に
論
文
数
は
多
い
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
宗
教
統
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
に
終
始
す
る
論

述
で
あ
っ
た
。
本
論
文
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
方
向
性
か
ら
離
れ
、
古
代
祭
祀
の
基
本
形
態

と
構
造
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
の
成
果
の
第
一
は
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
構
造
の
分
析
を
深
化
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

古
代
祭
祀
研
究
の
史
料
と
し
て
、
も
っ
と
も
充
実
し
て
い
る
の
は
伊
勢
神
宮
で
あ
る
。
平
安

時
代
初
期
、
延
暦
年
間
に
神
宮
か
ら
神
祇
官
に
提
出
さ
れ
た
『
延
暦
儀
式
帳
』
は
、
『
皇
太
神

宮
儀
式
帳
』
『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
の
二
書
か
ら
な
り
、
詳
細
な
祭
祀
次
第
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
本
論
文
第
二
部
で
は
同
書
を
用
い
て
伊
勢
内
宮
・
外
宮
の
祭
祀
・
祭
式
を
比
較
検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
、
祭
祀
構
造
を
浮
き
彫
り
に
し
た
す
ぐ
れ
た
論
述
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
古
代
の
伊
勢
神
宮
で
は
祈
年
祭
の
幣
帛
奉
献
儀
礼
と
は
別
に
、
御
田
の
耕
作
開
始
行
事
が

在
地
居
住
の
奉
仕
者
達
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
地
元
の
御
田
の
耕
作
開
始
行
事
は
祈

年
祭
幣
帛
奉
納
儀
礼
と
連
動
す
る
も
の
で
は
な
く
、
神
宮
側
に
お
け
る
既
存
の
農
耕
儀
礼
で
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あ
っ
た
。
ま
た
、
禰
宜
は
自
身
の
家
で
養
育
し
た
蚕
の
糸
を
六
月
月
次
祭
の
御
饌
に
奉
献
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
在
地
奉
仕
者
に
よ
る
御
饌
奉
仕
の
構
造
は
、
国
家
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

た
神
郡
や
大
神
宮
司
に
依
存
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
成
立
以
前
に
遡
る
要
素
を
も
ち
、

自
ら
の
生
業
で
あ
る
農
業
・
漁
業
・
養
蚕
な
ど
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
第

二
部
の
成
果
を
も
と
に
、
第
一
部
の
相
嘗
祭
な
ど
諸
祭
の
祭
祀
構
造
に
つ
な
げ
て
論
証
さ
れ

た
の
は
、
傍
証
の
記
録
が
少
な
い
だ
け
に
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
の
事
例
が
有
効
性
を
も
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
伊
勢
神
宮
に
お
け
る
国
家
・
天
皇
と
在
地
と
の
祭
祀
構
成
の
二
重
構
造
は
、

神
宮
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
各
地
域
に
鎮
座
す
る
神
社
の
祭
祀
構
造
に
共
通
す
る
内

容
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　
古
代
に
お
い
て
最
も
朝
廷
か
ら
重
視
さ
れ
た
皇
祖
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
で
さ
え
、
祈
年
祭
・

月
次
祭
の
幣
帛
奉
納
が
在
地
の
祭
祀
・
行
事
と
連
動
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
各
地
の
神

社
に
お
い
て
も
同
様
の
祭
祀
構
造
が
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
類
推
し
て
お
り
、
そ
の
論
議

は
納
得
の
い
く
視
点
と
い
え
よ
う
。

　
第
三
部
で
は
、
近
代
の
神
道
史
学
を
構
築
し
た
一
人
で
あ
る
西
田
長
男
の
学
問
に
つ
い
て
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論
じ
て
い
る
。
古
代
人
は
神
を
ど
の
よ
う
に
信
仰
し
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
西
田
長
男
は
、

世
俗
の
歴
史
の
中
か
ら
抽
出
を
試
み
た
と
い
う
。
本
論
文
に
お
い
て
も
、
古
代
の
人
々
が
祭

祀
を
行
う
そ
の
行
動
の
中
に
こ
そ
、
実
体
的
な
神
祇
信
仰
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
て
お
り
、

西
田
長
男
の
神
道
史
学
を
高
く
評
価
す
る
立
場
に
あ
る
。
本
論
文
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
今

後
の
研
究
の
広
が
り
が
期
待
で
き
る
。

　
近
年
の
古
代
神
祇
祭
祀
の
研
究
で
は
、
官
社
制
度
の
実
態
を
低
く
捉
え
る
見
解
や
災
害
と

祟
り
の
循
環
的
関
係
性
、
ま
た
委
託
祭
祀
論
や
祭
祀
権
の
二
重
構
造
論
な
ど
、
新
た
な
研
究

の
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
本
論
文
の
古
代
祭
祀
構
造
論
は
、
今
後
重
要
な
学
説
の

一
つ
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
、
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
論
文
提
出
者
塩
川
哲
朗
は
、
博
士
（
宗
教
学
）
の
学
位
を
授
与
さ

れ
る
べ
き
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
三
日

主
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
岡

　
田

　
莊

　
司

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
笹

　
生

　
　
　
衛

　
㊞

　

副
　
査

　
　
国

士

舘

大

学

教

授
　
　
藤
　
森
　
　
　
馨
　
㊞
　

國
學
院
大
學
大
学
院
兼
任
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



－ 11 － － 10 －

　
　
　
　
　
塩
川
　
哲
朗
　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士�

（
宗
教
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
岡

　
田

　
莊

　
司

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
笹

　
生

　
　
　
衛

　
㊞

　

副
　
査

　
　
国

士

舘

大

学

教

授
　
　
藤
　
森
　
　
　
馨
　
㊞
　

國
學
院
大
學
大
学
院
兼
任
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


